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こんにちは、鉾立です。 

一昨年に事務所を移転して以来、当事務所（当 
社）にとって次なる目標であったフタッフの採 
用。今月ようやくその受入れ体制が整いました。 

ハード面では、専用デスクと PC（Windows7）、 
昼休みに使える休憩スペース（応接兼）、電子レンジ 
等を整備。ソフト面では、社会保険を完備しました。 

当面は、①アシスタントスタッフ、②財産コンサル 
タント候補を募集していく予定です。 

お心当たりがありましたら是非お問い合わせください！ 

『相続税申告期限が迫った遺産整理業務案件』 

今回は、相続税申告期限が迫った遺産整理業務

案件をご紹介します。 

同居していた母上の相続が発生してから 8 ヶ月

が経過した後も、仕事が忙しく、なかなか手続き

を進めずにおられた三男の S.H 様。 

初めて面談をさせていただいたときは、まだ相

続財産がどのくらいあるのかまったく分からず、

相続税申告が必要かどうかもよく分からないご様

子でした。（※相続税申告期限は、相続発生後 10
ヵ月以内） 

そこで当事務所では、まず戸籍等の収集、財産 

調査（不動産、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権、

生前贈与等）を実施。 

相続税の申告が必要と判明したため、申告につ

いてはパートナー税理士を手配しました。また、

遺産分割協議書を作成し、預貯金の解約手続きを

サポートしたほか、不動産登記はパートナー司法

書士と連携し、相続手続きをトータルでサポート

させていただきました。 

＜お客様の声＞ 

■「やはりプロに任せることは大事なこと」（遺産

整理業務 杉並区 S.H 様 58 歳） 

＊web でバックナンバーをご覧いただけます。≫  鉾立 事務所  検索 
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地域金融機関の職員様向けニュースレター

顧客相談 
サポート通信

— 顧客相談対応の引き出しを増やし、ビジネスチャンスにつながる情報をお届けします —

※2014 年 3 月現在、都内を中心に 8 金融機関・63 店に本ニュースレターをお届けしています。
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――当初、どのようなことでお困りだったのです

か？ 

父の相続の時は、手続きのことはすべて兄に任

せていたので、今回、（同居していた）母が亡くな

り、今後の動き方がよく分からない状況でした。 

そこで母の口座があった信用金庫に、とりあえ

ず預金残高を確認しようと電話したところ、担当

の方が親切に相談に乗って下さって。その後、最

初に支店に行ったときに、担当の方から鉾立さん

を紹介していただきました。 

――何が決め手となって、業務を依頼しました

か？ 

自分では何もできないので、もう専門家にお願

いするしかないなと。 

お会いしたときに良さそうな人だと思って依頼

させていただきました。 

――実際に業務を依頼されてみていかがでした

か？ 

ほっとしました。本当に良くやってくれて助か

りました。自分でやるには難しいですね。私なん

かは世間知らずですし。やはりプロに任せること

は大事なことだなと思いました。 

知人で困っている人がいたら鉾立さんを紹介し

ます。 

行政書士 鉾立榮一朗事務所は、法律手続きの助言・提案・代行を通じ、

お客様の“ハッピーな将来を実現する”お手伝いをしております。

＜主要業務＞ 
■ 個人のお客様 
  遺産相続  遺言書作成  生前贈与  親族間売買 
  貸地･借地   家庭の資金繰りサポート  成年後見   
■ 法人のお客様 
  会社･法人設立 営業許認可手続 資金調達･資金繰り 
  契約書作成  事業承継計画サポート  借入金整理     

■ 中小企業向け 経営アドバイザー ＆ 財産コンサルティング 

◎職員様向け研修会、顧客向け無料相談会・セミナー等の講師 
についてもお気軽にご相談ください。 

■財産コンサルタント候補 
 
・財産（不動産）コンサルティング業務に関心の 
 ある方 
  ・親族間の不動産売買案件 
  ・相続・事業承継・事業再生に起因する不動 
   産売却案件 
  ・底地・借地の売買案件 
  ・経営者、地主様の不動産有効活用案件 他 
・宅地建物取引主任者の資格保有者 

※給与体系は応相談、社保完備 
 
詳しくは、当事務所 web サイトをご覧ください！

 → http://www.hokodate-jimusyo.com/ 

＜募集概要＞ 
 
■アシスタントスタッフ 
 
・コミュニケーションを取ることが好きな方（相

 手の立場に身を置ける方） 
・コンサルティング分野の仕事（相談・ヒアリ 
 ング、調査・分析、提案・実施等）に関心を 
 お持ちの方 
・自分の専門分野を見つけたい、または、自分 
 の知らない世界を知って見識を広げたい、な 
 ど向上心のある方 
 
※仕事の内容は、当初は電話の応対、郵送物の 
 発送手配、PC 作業などがメインとなります。

※給与体系は応相談、社保完備 

昨年購入後、10 回ほど使っただけで放置していた

ルームランナーを、先日久々に復活させました。

糖質制限ダイエットのお蔭で現在も体重61.5kg前
後をキープしていますが、やはり継続的な運動も

必要。せっかく上位機種を購入したのに、最近は

忙しさにかまけてまったく使っていませんでし

た。理想は毎日使うことですが、当面は土日に各

30 分間、必ず使うことにしようと思います。 

 

 

〒 1 6 7 - 0 0 2 1  東 京 都 杉 並 区 井 草 5 - 1 5 - 5 - 1 0 1  

TEL 03-5311-0780      FAX 03-5311-0781 
 ホームページ http://www.hokodate-jimusyo.com ≫   鉾立 事務所   検索 
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＜編集後記＞ 

※営業店異動の際は、お手数ですが当事務所までお知らせ頂ければと幸いです。

9:00～20:00
土日祝休

相談業務に役立つ小冊子

『間違いのない遺言書

の書き方 ５つのチェッ

クポイント』 

無料進呈中お気軽に 
ご連絡ください! 

＜サポート事例＞

宅地建物取引業免許 東京都知事（1）第 94647 号

□財産の問題で困っているお客様がいる 

□経営の問題で困っているお客様がいる 

□お客様の問題を解決して、融資につなげたい 

＜スタッフの募集について＞


